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兵庫県教職員組合
代表者

が
何
よ
り
の
収
穫
だ
っ
た
。

講
座
Ⅱ
で
は
、
体
験
活
動
を

通
し
て
教
育
的
力
量
を
高
め
る

学
習
活
動
と
交
流
活
動
を
お
こ

な
っ
た
。
教
職
員
自
ら
が
自
然

体
験
や
福
祉
体
験
、
社
会
体
験

を
す
る
中
で
、「
人
と

人
と
の
ふ
れ
あ
い
」「
モ

ノ
を
つ
く
る
こ
と
」「
子

ど
も
た
ち
を
中
心
に
し

た
体
験
学
習
」
の
大
切

さ
、「
協
力
・
協
働
」

の
重
要
性
等
を
改
め
て

実
感
す
る
こ
と
が
で
き

た
こ
と
は
本
当
に
貴
重

な
経
験
と
な
っ
た
。

最
終
日
の
講
座
Ⅲ

は
、「
熱
く
語
ろ
う
！

ホ
ン
ネ
で
話
そ
う
！
私

た
ち
の
想
い
!!
」
と
題

し
て
、
学
習
を
す
す
め

た
。「
理
想
の
職
場
」

や
「
組
合
活
動
」
な
ど

に
つ
い
て
話
し
合
い
、

各
自
が
職
場
に
帰
っ
た

時
、
私
た
ち
が
ど
の
よ

う
に
主
体
的
に
行
動
し

て
い
く
べ
き
か
を
考
え

ら
れ
る
機
会
に
な
っ

た
。
３
日
間
を
と
も
に

過
ご
し
、
つ
な
が
っ
た

な
か
ま
だ
か
ら
こ
そ
、

深
く
議
論
が
で
き
た
の

だ
と
思
う
。

兵
教
組
は
、
過
去
の

と
り
く
み
の
中
で
さ
ま

ざ
ま
な
成
果
や
権
利
を

獲
得
し
た
だ
け
で
は
な

く
、
兵
庫
に
お
け
る
教

育
改
革
運
動
の
中
心
と

な
っ
て
き
た
。
私
た
ち

は
、
自
分
自
身
の
生
活

を
確
立
し
、
日
々
の
教

育
実
践
に
と
り
く
め
て

い
る
。
し
か
し
、
私
た
ち
が
採

用
さ
れ
た
と
き
に
は
、
さ
ま
ざ

ま
な
勤
務
条
件
・
制
度
が
す
で

に
整
備
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
状

況
が
あ
た
り
ま
え
の
も
の
と

な
っ
て
い
る
た
め
、
先
輩
方
の

と
り
く
み
の
跡
が
み
え
に
く
く

な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
現
実

が
あ
る
。

現
在
、
兵
庫
県
は
教
職
員
の

世
代
交
代
期
で
あ
り
、
毎
年
多

く
の
先
輩
方
が
退
職
さ
れ
、
多

く
の
青
年
教
職
員
が
採
用
さ
れ

て
い
る
。こ
の
実
態
を
ふ
ま
え
、

こ
れ
ま
で
先
輩
方
が
と
り
く
ん

で
こ
ら
れ
た
兵
教
組
運
動
に
つ

い
て
学
ぼ
う
と
、
青
年
部
の
運

動
方
針
に
“
兵
教
組
運
動

の
語
り
継
ぎ
”
を
位
置
づ

け
て
い
る
。

学
校
現
場
の
多
忙
化
が

す
す
ん
で
い
る
今
だ
か
ら

こ
そ
、
私
た
ち
青
年
教
職

員
は
職
場
・
支
部
・
県
内

の
仲
間
と
集
ま
り
、
同
じ

時
間
を
共
有
し
、
語
り
合

い
、
青
年
部
同
士
の
つ
な

が
り
を
強
め
る
こ
と
が
必

要
だ
。
ま
た
世
代
交
代
期

が
続
く
今
、
先
輩
教
職
員

と
の
つ
な
が
り
も
大
切
に

し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

兵
庫
の
教
育
現
場
で
働

く
仲
間
が
集
ま
る
か
ら
こ

そ
で
き
る
こ
と
、
見
え
て

く
る
も
の
が
あ
る
。ま
た
、

集
ま
る
こ
と
で
、
普
段
の

生
活
で
忘
れ
が
ち
な
こ
と

を
思
い
出
さ
せ
て
く
れ
た

り
、
再
認
識
さ
せ
て
く
れ

た
り
す
る
。

サ
マ
ー
セ
ミ
ナ
ー
に
参

加
さ
れ
た
み
な
さ
ん
に
お

願
い
が
あ
る
。
つ
な
が
る

こ
と
の
大
切
さ
、
す
ば
ら

し
さ
を
職
場
、
支
部
の
青

年
の
仲
間
へ
と
伝
え
広
げ

て
ほ
し
い
。
そ
し
て
、
兵

教
組
の
と
り
く
み
や
、
兵

庫
の
教
育
が
大
切
に
し
て

い
る
「
子
ど
も
た
ち
を
中

心
に
し
た
体
験
学
習
」
を

さ
ら
に
発
展
さ
せ
て
い
こ

う
。

の
下
で
、
減
額
前
の
給
与
と
の

較
差
を
算
出
し
、
併
せ
て
減
額

後
の
較
差
も
算
出
さ
れ
た
。

民
間
給
与
と
の
較
差
は
、
月

例
給
は
（
減
額
前
）
△
２
７
３

円
△
０
・
０
７
％
、（
減
額
後
）

２
８
６
１
０
円
７
・
６
７
％
。

ボ
ー
ナ
ス
は
、
公
務
の
支
給
月

数
（
現
行
３
・
９
５
月
）
は
、

民
間
の
支
給
割
合
（
３
・
９
４

月
）
と
均
衡
し
て
い
る
。

そ
の
上
で
、
臨
時
特
例
法
に

よ
る
給
与
減
額
支
給
措
置
が
、

東
日
本
大
震
災
と
い
う
未
曾
有

の
国
難
に
対
処
す
る
た
め
の
も

の
で
あ
り
、
２
年
間
の
臨
時
特

例
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
結

果
、
月
例
給
、
ボ
ー
ナ
ス
と
も

に
改
定
な
し
。

一
方
、
50
歳
台
後
半
層
の
給

与
水
準
の
上
昇
を
抑
制
す
る
た

め
、
昇
給
・
昇
格
制
度
を
見
直

し
。
55
歳
を
超
え
る
職
員
は
、

標
準
の
勤
務
成
績
で
は
昇
給
停

止
（
給
与
法
改
正
）、
高
位
の

号
俸
か
ら
昇
格
し
た
場
合
の
俸

給
月
額
の
増
加
額
が
縮
減
（
人

事
院
規
則
改
正
）
と
な
っ
た
。

今
後
、人
事
院
勧
告
を
受
け
、

県
人
事
委
員
会
勧
告
期
に
む
け

て
の
と
り
く
み
、
２
０
１
２
対

県
確
定
の
と
り
く
み
が
本
格
的

に
は
じ
ま
る
。
兵
庫
県
に
お
い

８
月
８
日
、

人
事
院
は
政
府

と
国
会
に
対
し

て
国
家
公
務
員

給
与
に
つ
い
て

勧
告
し
た
。
国

家
公
務
員
の
給

与
の
改
定
及
び

臨
時
特
例
に
関

す
る
法
律
（
給

与
改
定
・
臨
時

特
例
法
）（
２

月
成
立
）
に
基

づ
き
、
給
与
減

額
支
給
措
置
が

実
施
さ
れ
て
い

る
異
例
の
状
況

て
は
、
県
財
政
悪
化
を
理
由
と

し
た
賃
金
カ
ッ
ト
が
５
年
目
に

入
り
、
一
時
金
の
据
え
置
き
と

も
あ
い
ま
っ
て
、
職
員
の
痛
み

は
限
界
を
超
え
て
い
る
。
職
員

の
置
か
れ
た
厳
し
い
状
況
を
踏

ま
え
、
比
較
企
業
規
模
を
１
０

０
人
以
上
に
復
元
す
る
こ
と
と

併
せ
て
、
賃
金
水
準
確
保
に
向

け
た
勧
告
を
求
め
、
①
独
自
の

給
与
削
減
措
置
を
中
止
す
る
勧

告
②
減
額
措
置
後
の
給
与
に
基

づ
く
公
民
較
差
を
基
本
③
50
歳

台
後
半
層
の
給
与
に
つ
い
て
、

国
に
追
随
す
る
こ
と
な
く
削
減

措
置
は
お
こ
な
わ
な
ず
現
給
保

障
は
維
持
④
雇
用
と
年
金
の
確

実
な
接
続
の
た
め
の
定
年
延
長

に
つ
い
て
、
賃
金
水
準
を
低
下

さ
せ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
十
分

に
検
討
し
対
応
⑤
臨
時
職
員
の

労
働
条
件
の
改
善
に
向
け
て
努

力
す
る
、
な
ど
の
実
現
に
む
け

最
大
限
の
努
力
を
払
わ
れ
る
よ

う
に
強
く
要
求
し
て
い
く
。

県
職
労
・
兵
高
教
と
の
共
闘

体
制
を
い
っ
そ
う
強
化
し
、
す

べ
て
の
組
合
員
の
団
結
の
力

で
、
私
た
ち
の
生
活
を
維
持
・

防
衛
す
る
た
め
の
諸
と
り
く
み

を
強
め
よ
う
。

2012 人事院勧告 月
例
給
・
一
時
金
と
も
に
改
定
な
し

50
歳
台
後
半
層
の
給
与
水
準
の
上
昇
を
抑
制
す
る
た
め
、
昇
給
・
昇
格
制
度
を
見
直
し

兵
教
組
青
年
部
サ
マ
ー
セ
ミ

ナ
ー
は
、
青
年
部
で
実
行
委
員

会
を
組
織
し
、
す
べ
て
の
プ
ロ

グ
ラ
ム
を
青
年
部
自
身
が
つ
く

り
あ
げ
て
い
く
一
大
イ
ベ
ン
ト

だ
。第
１
回
実
行
委
員
会
で
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
職
場
や
仕
事
に
対

す
る
想
い
を
出
し
合
う
こ
と
か

ら
は
じ
め
た
。

青
年
部
で
は
、「
ゆ
と
り
を

も
っ
て
教
材
研
究
が
で
き
な

い
」「
同
僚
と
ゆ
っ
く
り
話
す

時
間
が
な
い
」
な
ど
の
声
を
よ

く
聞
く
。
ま
た
、
近
年
「
今
の

仕
事
・
学
校
を
辞
め
た
い
」「
こ

の
仕
事
が
自
分
に
向
い
て
い
な

い
の
で
は
な
い
か
」
と
考
え
る

不
安
の
声
が
多
く
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
時
だ
か
ら
こ
そ
、
人
と

人
と
の
つ
な
が
り
を
大
切
に
し

た「
青
年
部
サ
マ
ー
セ
ミ
ナ
ー
」

を
充
実
し
た
活
動
に
し
た
い
と

考
え
て
い
る
。

講
座
Ⅰ
で
は
、
兵
教
組
の
先

輩
方
を
招
き
、「
理
想
の
教
育
・

職
場
を
め
ざ
し
て
～
私
た
ち
の

と
り
く
ん
で
き
た
組
合
活
動

～
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
お
話
を

う
か
が
っ
た
。講
座
を
通
し
て
、

「
組
合
活
動
の
意
義
」
や
、「
働

き
や
す
い
職
場
づ
く
り
」
の
た

め
に
私
た
ち
が
で
き
る
こ
と
、

「
青
年
部
に
求
め
ら
れ
て
い
る

も
の
」
な
ど
を
考
え
た
。
先
輩

方
の
熱
い
思
い
を
聞
け
た
こ
と

つながることの大切さを伝え広げてほしい

井上 拓路青年部長

青
年
部
サ
マ
ー
セ
ミ
ナ
ー

７
月
28
日
か
ら
30
日
ま
で
の
３
日
間
、
南
但
馬
自
然
学
校

で
兵
教
組
青
年
部
サ
マ
ー
セ
ミ
ナ
ー
が
開
催
さ
れ
、
県
内
の

青
年
２
０
５
人
が
参
加
し
た
。

講座Ⅱ

フロンティアにて

講座Ⅰ

理想の教育・職場をめざして

講座Ⅲ

熱く語ろう!ホンネで話そう!私たちの想い!!

講座Ⅱ

感動体験にて

研修会や展示会に便利な立地です。
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は
評
価
し
て
い
る
。
人
権
は
世

界
共
通
の
普
遍
的
な
価
値
で
あ

る
か
ら
、
こ
の
こ
と
が
、
人
権

教
育
が
で
き
る
根
拠
と
な
る
。

８
実
践
的
展
開
と
し
て

子
ど
も
の
権
利
条
約
を
大
切

に
し
、「
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
」

（
ア
メ
リ
カ
女
性
解
放
運
動
や

黒
人
運
動
か
ら
出
て
き
た
言

葉
）
を
受
け
継
ぎ
た
い
。
当
然
、

同
和
教
育
で
生
み
出
さ
れ
た

「
学
力
保
障
」
や
「
進
路
保
障
」

も
そ
う
だ
が
、
残
念
な
が
ら
日

本
の
教
育
は
こ
れ
が
キ
ー
ワ
ー

ド
に
な
っ
て
い
な
い
。
私
た
ち

の
力
が
弱
い
せ
い
だ
。

生
き
て
い
く
の
に
欠
か
せ
な

い
も
の
と
し
て
、
自
己
実
現
・

相
互
扶
助
の
場
が
あ
る
。
他
者

に
と
っ
て
自
分
が
必
要
と
さ
れ

る
「
社
会
的
居
場
所
」（
メ
ン

バ
ー
シ
ッ
プ
）
と
、
自
分
自
身

と
の
関
係
、
自
尊
感
情
や
自
己

確
認
の
「
個
人
的
居
場
所
」（
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
）
が
あ
る
。

大
城
立
裕
さ
ん
（
作
家
）
は
、

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
「
主
体

性
」
と
訳
し
て
い
る
。
自
分
は

何
者
か
、
自
分
の
立
ち
位
置
、

課
題
を
つ
か
む
こ
と
だ
と
。
こ

れ
は
、生
涯
学
習
に
つ
な
が
る
。

そ
し
て
自
分
自
身
に
向
き
合
う

こ
と
で
、人
生
設
計
が
で
き
る
。

こ
れ
は
キ
ャ
リ
ア
教
育
だ
。
私

た
ち
は
社
会
的
に
自
立
す
る
基

礎
を
つ
く
り
、
こ
の
大
変
な
時

代
を
生
き
抜
く
力
を
子
ど
も
た

ち
に
に
育
て
た
い
。

課
題
と
し
て
、
同
和
教
育
や

障
害
の
あ
る
子
ど
も
、
在
日
な

ど
の
様
々
な
問
題
は
、「
生
き

抜
く
力
の
育
成
」
が
必
要
と
し

て
い
た
が
、
こ
こ
に
「
共
に
」

を
入
れ
た
。
課
題
を
一
人
で
生

き
抜
け
る
「
強
い
個
人
」
ば
か

り
で
は
な
い
、
だ
か
ら
こ
そ
、

社
会
的
に
助
け
合
う
相
互
扶
助

や
公
助
が
必
要
で
あ
り
、
そ
う

い
う
国
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

追
求
権
な
ど
が
あ
る
。
豊
か
に

生
き
る
権
利
と
し
て
は
、
生
存

権
や
社
会
権
、労
働
権
が
あ
り
、

憲
法
の
前
文
に
は
、
平
和
に
生

き
る
、
平
和
的
生
存
権
な
ど
が

あ
る
。
憲
法
第
９
条
の
問
題
が

含
ま
れ
る
が
、
こ
れ
ら
が
憲
法

が
認
め
る
基
本
的
人
権
の
中
身

と
考
え
て
い
る
。

７
人
権
教
育
に
つ
い
て

部
落
解
放
・
差
別
撤
廃
運
動

な
ど
、
こ
れ
ま
で
部
落
問
題
は

悪
戦
苦
闘
し
て
き
た
。
そ
の
中

で
、
同
和
行
政
、
同
和
教
育
が

追
求
さ
れ
て
き
た
が
、
02
年
の

法
切
れ
に
よ
り
大
き
な
落
差
が

出
て
き
て
い
る
。

身
分
制
的
な
支
配
か
ら
の
個

人
の
解
放
、
人
権
の
追
求
、
或

い
は
権
力
へ
の
抵
抗
と
い
う
点

か
ら
、
憲
法
で
権
力
を
規
制
す

る
と
い
う
考
え
が
立
憲
主
義

だ
。
高
度
経
済
成
長
期
、
被
差

別
部
落
は
就
労
な
ど
の
様
々
な

点
で
貧
困
の
ま
ま
取
り
残
さ
れ

格
差
が
開
い
て
い
た
。し
か
し
、

世
界
の
人
権
の
考
え
が
入
っ
て

い
る
日
本
国
憲
法
に
よ
り
、
人

権
問
題
と
し
て
追
求
。
憲
法
を

盾
に
闘
い
、
憲
法
に
従
っ
て
法

律
を
つ
く
ら
せ
る
に
至
っ
た
。

こ
の
こ
と
に
よ
り
、
部
落
解
放

運
動
は
全
国
化
し
て
い
っ
た
。

同
和
問
題
の
解
決
は
国
家
の

責
務
と
さ
れ
て
い

る
。
こ
こ
が
立
憲
主

義
の
大
き
な
ポ
イ
ン

ト
だ
。
大
き
な
成
果

は
、
人
権
教
育
の
指

導
方
法
等
の
あ
り
方

に
つ
い
て
、
第
１
、

２
、
３
次
と
取
り
ま

と
め
が
で
き
た
こ
と

だ
。
ま
た
、
そ
の
中

に
、
個
別
人
権
課
題

を
認
め
さ
せ
た
こ
と

は
大
き
い
。
人
権
教

育
に
は
、
知
識
的
な

側
面
と
価
値
・
態

度
・
技
能
的
な
側
面

が
あ
る
と
さ
れ
て
い

る
。こ
こ
で
、「
価
値
」

が
入
っ
た
こ
と
を
私

権
意
識
の
劣
化
が
起
こ
る
。

日
本
の
近
代
化
の
「
近
代
」

と
は
、
国
や
社
会
を
欧
米
を
モ

デ
ル
に
作
り
変
え
る
こ
と
だ
っ

た
。
し
か
し
、
こ
の
状
況
の
中

で
日
本
社
会
は
二
重
構
造
に

な
っ
た
。
個
人
化
の
一
方
で
、

原
子
力
村
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ

う
な
閉
鎖
的
な
人
間
関
係
の

「
世
間
」
が
生
き
て
い
る
。
そ

う
い
う
意
味
で
は
、
欧
米
社
会

で
言
う
「
個
人
」
は
そ
れ
ほ
ど

存
在
し
な
い
の
で
は
な
い
か
。

愛
国
心
を
法
的
な
強
制
力
で

教
え
る
た
め
、
道
徳
の
特
設
時

間
が
設
け
ら
れ
、
58
年
の
学
習

指
導
要
領
の
改
訂
で
、
初
め
て

日
本
人
と
い
う
言
葉
が
入
れ
ら

れ
た
。
日
本
の
以
前
の
憲
法
に

は
、
思
想
、
信
条
、
良
心
の
自

由
と
い
う
も
の
が
な
く
、
人
権

の
範
囲
は
国
が
決
め
る
と
な
っ

て
い
た
。「
型
に
は
め
れ
ば
心

は
出
て
く
る
」
と
い
う
日
本
型

の
伝
統
教
育
の
発
想
か
ら
、
国

歌
・
国
旗
法
や
教
育
基
本
法

「
改
正
」
な
ど
が
な
さ
れ
た
。

６
基
本
的
人
権
と
は

基
本
的
人
権
と
は
、
自
由
に

生
き
る
権
利
、
平
等
に
生
き
る

権
利
、
そ
の
中
に
は
政
治
に
参

加
す
る
権
利
や
国
家
に
賠
償
を

求
め
る
権
利
、
新
し
い
人
権
で

は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
や
幸
福

れ
て
い
る
た
め
、
こ
の
「
学
習

権
」
は
非
常
に
重
み
を
持
つ
。

生
存
権
（
憲
法
第
25
条
）
が
形

骸
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

最
後
の
セ
イ
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト

（
保
障
）
が
無
く
な
る
と
い
う

こ
と
で
、
様
々
な
問
題
が
起

こ
っ
て
い
る
と
考
え
る
。

就
学
援
助
を
受
け
て
い
る
子

ど
も
は
１
５
５
万
人
（
10
年
）。

小
中
学
生
は
15
％
、
兵
庫
県
で

16
％
、
大
阪
府
で
28
％
。
大
阪

の
学
力
の
低
さ
は
、
こ
の
生
活

の
苦
し
さ
が
表
れ
て
い
る
に
す

ぎ
な
い
。
し
か
し
、
教
育
の
力

で
政
治
や
経
済
の
問
題
が
解
決

で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。

と
り
わ
け
、今
は
巨
大
災
害
、

複
合
災
害
が
多
発
す
る
時
代

だ
。
日
本
は
特
に
地
震
大
国
で

あ
り
、
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
・
ベ
ッ
ク

（
社
会
学
者
）
は
リ
ス
ク
社
会

と
提
唱
し
た
。
兵
庫
県
は
１
・

17
（
阪
神
・
淡
路
大
震
災
）
が

あ
り
、
防
災
・
減
災
な
ど
の
防

災
リ
テ
ラ
シ
ー
を
身
に
つ
け
る

教
育
を
お
こ
な
っ
て
き
た
。
基

本
的
な
能
力
・
学
力
と
し
て
、

現
代
を
生
き
抜
く
力
を
子
ど
も

た
ち
に
身
に
つ
け
て
欲
し
い
。

こ
の
１
・
17
の
教
訓
か
ら
３
・

11
（
東
日
本
大
震
災
）
に
対
し
、

兵
庫
は
大
変
大
き
な
役
割
を
果

た
し
て
い
る
。
ア
ー
ス
（
Ｅ
Ａ

Ｒ
Ｔ
Ｈ
）
は
そ
の
代
表
と
言
え

る
。

５
人
権
意
識
の
問
題

戦
前
の
日
本
は
、
社
会
保
障

を
家
・
村
社
会
で
や
っ
て
き

た
。
し
か
し
現
在
、
近
代
家
族

は
一
人
世
帯
が
１
／
３
を
超
え

る
な
ど
崩
壊
し
つ
つ
あ
り
、
こ

れ
は
個
人
化
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
い
ろ
ん
な
意
味
で
家
族
を

頼
れ
ず
、
家
族
す
ら
が
リ
ス
ク

と
い
う
こ
と
も
起
こ
り
え
る
。

こ
の
よ
う
な
社
会
の
中
で
、
人

教
育
現
場
で
も
、
事
実
上
相
対

評
価
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
状

況
だ
。
つ
ま
り
、
成
果
主
義
だ
。

ま
た
、
学
校
に
は
ま
だ
入
っ
て

い
な
い
が
、
指
定
管
理
者
制
度

が
美
術
館
や
図
書
館
に
は
導
入

さ
れ
て
い
る
。

３
進
む
貧
困
化
と
格
差
社
会

グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
中
で
、
貧

困
化
が
格
差
化
し
て
す
す
ん
で

い
る
。
バ
ブ
ル
の
崩
壊
か
ら
自

殺
者
は
激
増
し
、
14
年
間
、
３

万
人
を
超
え
て
い
る
。
未
遂
は

そ
の
10
倍
と
言
わ
れ
、
10
年
続

く
だ
け
で
３
０
０
万
人
を
超
え

る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
外
国
人
労
働
者
か
ら

始
ま
る
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
の
問

題
も
あ
る
。
働
い
て
も
、
所
得

が
生
活
保
護
基
準
以
下
の
世
帯

が
、
非
正
規
雇
用
全
体
の
１
／

３
を
超
え
た
。
女
性
に
至
っ
て

は
54
％
。
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
中
で
の

相
対
的
貧
困
率
（
所
得
の
中
央

値
の
半
分
以
下
）
は
日
本
は

ワ
ー
ス
ト
４
位
で
、
６
人
に
１

人
の
子
ど
も
が
貧
困
状
態
だ
。

こ
の
よ
う
な
状
況
で
は
、
結

婚
・
出
産
が
で
き
な
い
、
し
な

い
と
な
り
、
少
子
高
齢
化
に
拍

車
が
か
か
る
。
ま
た
、
限
界
集

落
（
地
域
の
平
均
年
齢
が
65
歳

以
上
）
の
増
加
も
目
立
ち
、
兵

庫
県
で
は
２
０
０
ほ
ど
あ
る
。

神
戸
市
長
田
区
な
ど
の
都
市
部

で
も
あ
り
、
決
し
て
僻
地
だ
け

で
は
な
い
。
こ
う
し
た
問
題
が

学
校
に
波
及
し
て
い
く
の
だ
。

４
生
存
権
と
学
習
権
の
形
骸
化

グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
特
に
進
行

し
た
平
成
不
況
の
時
代
、
憲
法

的
な
理
屈
で
言
え
ば
、生
存
権
、

或
い
は
教
育
権
（
学
習
権
）
は

形
骸
化
し
て
し
ま
っ
た
。
日
本

社
会
は
学
歴
を
基
本
に
つ
く
ら

人
権
教
育
の
す
す
め
方

１
国
際
情
勢

社
会
主
義
体
制
が
崩
壊
し
、

世
界
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
は
一
つ

に
。
財
界
は
大
競
争
時
代
に

入
っ
た
と
し
て
、
非
正
規
が

１
／
３
を
占
め
る
雇
用
体
制
に

変
え
た
。
こ
の
原
理
が
、
新
自

由
主
義
的
政
策
だ
。
市
場
原
理

至
上
主
義
で
あ
り
、
簡
単
に
言

え
ば
、
皆
が
商
品
価
値
・
市
場

価
値
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
し
か
し
、
イ
ン
ク
ル
ー
シ

ヴ
（
包
摂
）
で
は
、
排
除
主
義

は
ダ
メ
だ
と
し
て
い
る
。

学
力
競
争
も
世
界
的
な
競
争

原
理
の
中
で
動
い
て
い
る
。
Ｏ

Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
学
力
テ
ス
ト
が
そ
れ

だ
。
結
果
の
序
列
ば
か
り
が
取

り
沙
汰
さ
れ
、
こ
れ
に
合
わ
せ

て
学
習
指
導
要
領
を
変
え
た
問

題
が
あ
る
。

２
市
場
原
理
主
義
の
中
で

日
本
型
雇
用
シ
ス
テ
ム
が
崩

壊
し
、「
弱
い
個
人
」
は
締
め

出
さ
れ
た
。
常
に
３
０
０
万
近

い
失
業
者
数
と
さ
れ
る
が
、
若

者
の
失
業
率
は
倍
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
の
中
で
、
安
定
し
た
公

務
員
に
対
す
る
バ
ッ
シ
ン
グ
は

厳
し
い
。
ま
た
、
フ
リ
ー
タ
ー

か
ら
ホ
ー
ム
レ
ス
問
題
へ
と
つ

な
が
っ
て
い
く
。
一
度
貧
困
化

す
る
と
な
か
な
か
復
活
で
き

ず
、
世
代
的
再
生
産
の
問
題
と

言
わ
れ
て
い
る
。
語
弊
が
あ
る

か
も
知
れ
な
い
が
、
貧
困
文
化

が
一
方
で
あ
る
の
だ
。

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の

大
き
な
問
題
は
、
公
共
部
門
の

民
営
化
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
新

公
共
経
営
論
や
新
公
共
管
理
論

だ
。大
阪
は
こ
れ
を
取
り
入
れ
、

法
に
あ
る
「
基

本
的
人
権
」
と

い
う
永
久
の
権

利
で
あ
る
こ
と

を
大
事
に
し
な

け
れ
ば
と
考
え

る
。「

学
力
」

日

本

の

場

合
、
階
層
性
が

強
い
。こ
れ
は
、

志
水
宏
吉
さ
ん

（
大
阪
大
学
教

授
）
な
ど
が
あ

き
ら
か
に
し
て

お

り
、

社

会

的
・
経
済
的
な
力
の
差
が
、
学

力
の
地
域
差
、
階
層
格
差
に
出

て
き
て
い
る
。

国
際
的
な
人
権
条
約

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の

今
の
時
代
、日
本
も
否
応
な
く
、

国
際
的
な
人
権
の
流
れ
の
中
に

位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
は
非
常

に
大
事
な
こ
と
だ
。
国
際
人
権

規
約
（
１
９
７
９
年
批
准
）
や

子
ど
も
の
権
利
条
約
（
１
９
９

４
年
批
准
）
な
ど
、
日
本
政
府

が
ど
の
よ
う
な
国
際
人
権
条
約

を
締
結
し
て
い
る
か
も
知
っ
て

お
き
た
い
。

憲
法
改
正

私
が
興
味
深
く
感
じ
て
い
る

の
は
、憲
法
尊
重
擁
護
義
務（
憲

法
第
99
条
）
だ
。
憲
法
を
尊
重

す
る
擁
護
義
務
者
の
中
に
国
民

は
入
っ
て
い
な
い
。
国
民
は
憲

法
を
変
え
る
力
を
持
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
だ
。
公
務
員
は
擁

護
義
務
者
と
さ
れ
て
い
る
が
、

現
実
に
は
尊
重
擁
護
義
務
が
守

ら
れ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。

保
障
と
い
う
学
力
観
も
あ
る
。

人
権
観

阿
部
謹
也
さ
ん
（
故
人
・
歴

史
学
者
）
は
、
私
た
ち
日
本
人

は
「
世
間
」
で
生
き
て
き
た
と

言
う
。
世
間
と
は
家
と
村
の
人

間
関
係
の
環
。
厳
し
い
身
分
制

度
の
中
で
、
義
理
や
人
情
と
い

う
人
間
関
係
重
視
の
人
情
的
な

人
権
観
が
強
く
、
こ
れ
を
突
き

詰
め
れ
ば
愛
国
心
に
な
る
。
し

か
し
、
国
際
的
に
は
イ
ン
ク

ル
ー
シ
ヴ
（
包
摂
）
と
い
う
言

葉
が
出
て
き
た
。
ま
た
、
こ
の

人
情
論
に
優
る
も
の
が
人
道
主

義
で
は
な
い
か
。人
権
問
題
は
、

こ
の
人
道
主
義
を
基
盤
に
し
な

け
れ
ば
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
や

ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
の
が
私

の
考
え
で
あ
り
、
大
げ
さ
に
言

え
ば
地
球
市
民
社
会
の
モ
ラ
ル

の
問
題
だ
。

公
共
観

公
共
と
は
、
誰
の
た
め
に
、

何
の
た
め
に
あ
る
の
か
を
し
っ

か
り
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
ま
た
、
公
共
と
は
憲

問
題
意
識
と
そ
の
視
座

揺
れ
る
「
公
」
教
育

憲
法
に
は
、
国
民
個
人
の
幸

福
追
求
権
（
憲
法
第
13
条
）
を

基
盤
に
、
基
本
的
人
権
と
り
わ

け
社
会
権
と
し
て
の
生
存
権
、

教
育
を
受
け
る
権
利
（
学
習

権
）、
労
働
権
が
入
っ
て
い
る
。

こ
の
「
学
習
権
」
で
は
、
市
場

原
理
至
上
主
義
派
は
似
通
っ
た

「
学
習
者
主
権
」
と
い
う
用
語

を
使
う
。「
親
や
子
ど
も
が
基

本
で
あ
る
か
ら
学
校
も
選
択
制

に
」
と
主
張
し
て
い
る
が
、
こ

「
こ
れ
か
ら
の
人
権
教
育
の
す
す
め
方
」

～
そ
の
視
座
と
実
践
的
課
題
と
は
～

桂
正
孝
さ
ん
（
宝
塚
大
学
・
人
権
教
育
部
会
協
力
研
究
所
員
）

れ
は
「
強
い
個
人
」
の
話
だ
。

形
式
的
に
は
平
等
だ
が
、「
弱

い
個
人
」
に
と
っ
て
は
結
果
的

に
差
別
に
な
る
。
現
実
問
題
と

し
て
、
通
学
区
の
自
由
化
は
、

「
学
校
選
択
制
」
に
い
き
つ
く
。

学
力
観

学
力
政
策
も
学
力
至
上
主
義

（
学
力
身
分
主
義
）
で
は
な
い

か
。
明
治
の
近
代
化
は
学
歴
社

会
で
人
材
養
成
を
し
、
教
育
を

通
じ
て
社
会
秩
序
を
教
え
こ
ん

で
い
っ
た
。
こ
の
日
本
の
教
育

原
理
は
い
ま
だ
崩
れ
て
い
な

い
。
し
か
し
、
国
民
個
人
の
人

権
確
立
の
た
め
の
学
力
、
進
路

７
月
26
日
・
27
日
に
、
ラ
ッ
セ
ホ
ー
ル
・

神
戸
市
教
育
会
館
で
第
39
回
教
育
課
程
編
成

講
座
が
開
催
さ
れ
、
前
期
（
課
題
別
）・
後

期
（
教
科
系
）
あ
わ
せ
て
６
０
０
人
を
超
え

る
参
加
者
が
あ
っ
た
。

全
体
会
で
は
、
２
０
１
２
「
全
国
学
力
・

学
習
状
況
調
査
」
実
施
状
況
ア
ン
ケ
ー
ト
結

果
の
報
告
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
前
期
「
こ
れ

か
ら
の
人
権
教
育
の
す
す
め
方
～
そ
の
視
座

と
実
践
的
課
題
と
は
～
」
と
題
し
た
桂
正
孝

さ
ん
（
宝
塚
大
学
・
人
権
教
育
部
会
協
力
研

究
所
員
）
に
よ
る
講
演
（
要
旨
掲
載
）
と
、

後
期
「
活
動
に
培
う
確
か
な
わ
か
り
～
算
数

的
活
動
を
軸
に
し
た
授
業
づ
く
り
～
」
と
題

し
た
岡
部
恭
幸
さ
ん
（
神
戸
大
学
・
算
数
・

数
学
教
育
部
会
協
力
研
究
所
員
）の
講
演（
次

号
要
旨
掲
載
）
が
あ
っ
た
。

第39回教育課程編成講座

子
ど
も
た
ち
の
居
場
所
づ
く
り
（　
　
　
　

）
を
積
極
的
に

人
権
教
育
は
人
道
的
主
義
を
基
盤
に
、
相
互
扶
助
・
公
助
の
大
切
さ
を

メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
と

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

桂 正孝さん
（宝塚大学・人権教育部会協力研究所員）
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